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東京の不動産市場
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永濱利廣  第一生命経済研究所主席エコノミスト
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成24年の新春を迎え、心より
お慶び申し上げます。

　皆様におかれましては、日頃より
東京都本部の事業運営に多くのご支
援、ご協力を賜りまして厚く御礼申
し上げます。
　昨年の通常総会において東京都本
部長に選任され、新年を迎えて責任
の重大さを改めて実感しているとこ
ろであります。
　さて、日本に未曾有の大災害を引
き起こした東日本大震災は、これま
での日本の社会構造の在り方そのも
のに疑問を投げかけるなど、歴史的
な転換点になったといっても過言で

はないと思います。
　この変革期のなか、本年、全日並
びに保証東京都本部は、それぞれ創
立60周年、40周年を迎えます。公益
法人としての社会的使命の実現に努
めるため、以下の事業実施方針のも
とに事業を展開したいと考えており
ます。
　第一に、組織の強化であります。
様々な事業を実施するためには、健
全な財政基盤が必要であり、組織の
拡充、会員の増強は欠かせません。
　第二に、会員支援であります。例
えば会員の更なる資質の向上を図る
ためにはそれぞれの自己研鑽が欠か

せません。そのための時宜に適した
研修の実施とともに、後継者の育成、
不動産業のスペシャリスト育成のた
めの研修事業も検討してまいります。
　第三に、社会貢献であります。公
益法人制度改革の流れの中で消費者
の目線に立って、より多くの公益事
業を推進してまいります。また、各
支部が自治体と協力しながら実施し
ている相談事業などを強力にバック
アップいたします。さらには、不動
産取引に関する苦情申し立てに迅速
に対応してまいります。
　こうした事業の実施には、各会員
の事業に対するご理解が不可欠でご
ざいます。会員の皆様には昨年に引
き続きましてご支援、ご協力を賜り
ますよう何卒よろしくお願い申し上
げます。
　最後になりましたが、本年も皆様
のご健勝と事業のさらなるご繁栄を
祈念いたしまして、新年のご挨拶と
させていただきます。

春を迎え、謹んで新年のご挨
拶を申し上げます。

　本年は、全日本不動産協会東京都
本部が設立60周年、不動産保証協会
東京都本部が設立40周年を迎えられ
ますことを、心からお慶び申し上げ
ます。
　都では、近年著しく成長を遂げる
アジアの都市の中で、東京が存在感
を持ち続けられるよう、活力と魅力
を備えた都市づくりを進めておりま

す。特に東日本大震災を踏まえ、防
災と都市再生を主要な柱として、東
京を高度防災都市に造り変え、国際
的な信用を高めていくことが喫緊の
課題となっております。
　その早急な解決を図るため、昨年
「木密地域不燃化10年プロジェクト」
を立ち上げるとともに、本年４月か
らは、条例により特定沿道建築物の
耐震診断を義務化するなど、様々な
取組により防災機能を向上させてま

いります。あわせて、特定都市再生
緊急整備地域の指定による国際的な
ビジネスセンターの形成など、引き
続き都市再生を積極的に進めてまい
ります。
　また、住宅政策においては、昨年
の東京都住宅政策審議会の答申を踏
まえ、本年３月までに東京都住宅マ
スタープランを改定し、新たな住宅
政策の展開に取り組んでまいります。
　こうした東京の都市づくりを推進
していくためには、不動産取引の最
前線に立って実務を担っておられる
皆様との連携・協力が不可欠です。
今後も一層のご支援とご協力を賜り
ますようお願いいたします。
　年頭にあたり、両協会の益々のご
発展と会員の皆様のご繁栄を祈念し、
新年のご挨拶とさせていただきます。

新春のご挨拶

社団法人 全日本不動産協会東京都本部
公益社団法人 不動産保証協会東京都本部

本部長　林 直清

東京都都市整備局長

飯尾 豊

平

新

 日本経済と
 東京の
 不動産市場

特集Ⅰ

昨年は、東日本大震災という
未曾有の大災害が日本を襲い
ました。また、欧州債務危機や
デフレ、円高の影響などで、日
本経済は先行きが見通せない
状態が続きました。新しい年、
2012年はどういう年になるので
しょうか。一昨年、昨年と同じ専
門家の方々にご登壇していた
だき、定点観測的に今年の日
本経済、東京の不動産市場の
行方を占ってもらいました。

連載
東京地元発見 第10回 品川区の巻
区市長が語るわがまち

国際都市東京の表玄関、住・商・工が
混在するまち品川
濱野 健  品川区長

12

連載
アパート家賃・入居率アップ秘策教えます
最新ツールを徹底活用！
不動産ビジネスのためのソーシャルメディア入門

10

連載　
実務に活かす！ 最新判決動向　

16

手付金等保管制度のご案内

手付保全は会員と消費者との強い「絆」
18

本部・支部だより／編集後記20

2012年新年のご挨拶
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今年は復興需要で
大きなプラス効果も

　昨年は、大統領選を控えた米国
や第12次５カ年計画を開始した
中国など、好調な海外経済にけん
引されて景気はよくなるはずでし
た。しかし、想定外の東日本大震
災や欧州債務危機といった要因で、
大きくシナリオが崩れました。
　東日本大震災では、サプライ
チェーン（供給物流網）の寸断が
大きな混乱を招きました。さらに、
自粛による個人消費の低迷や原発
事故による電力不足、風評被害、
外国人観光客の減少と、日本経済
に非常に大きな影響を与えました。
中長期的に考えても、日本の産業
空洞化に拍車をかけることにつな
がったのではないかと思います。
　震災後は、サプライチェーンの

早期復旧と節電関連特需で、夏場
にかけて景気は予想以上に回復し
ました。しかし、昨年後半にかけ
ては、欧州債務危機、円高、タイ
の洪水などの予想外の障害で、結
果的には厳しい１年となりました。
昨年の成長率は恐らく、よくて横
ばいにとどまる程度ではないで
しょうか。
　一方で、東日本大震災に関して
いえば、今年は復興需要によって
プラスの影響が相当でてきます。
今年のGDPを約１％、つまり５
兆円ほど押し上げるインパクトが
あると思います。とくに、住宅投
資を含めた公共投資の影響が大き
い。そういう点で考えると、建設・
住宅関連では、追い風が吹くので
はないでしょうか。また、第３次
補正予算の一環で、住宅エコポイ
ントの復活やフラット35Sエコの
金利優遇策などが実施されていま
す。昨年ほどの盛り上がりはない
かもしれませんが、少なくとも反
動減は軽微に抑えられるのではな

いでしょうか。

家計の負担増が
景気の足かせに

　ネガティブな要因もあります。
現在の円高水準が当面続くとする
と、産業空洞化の進展は避けられ
ない状況でしょう。円高の原因は、
円の供給が圧倒的に少ないことが
一因です。リーマンショック後、
中国は５割、米国は３倍もマネタ
リーベース（通貨供給量）を増や
しています。これに対し、日本は
３割しか増やしていないのです。
　別の要因もあります。いま、経
常黒字国のトップ3は、中国、日
本、ドイツです。つまり、この３
国の通貨は当然高くなるはずなの
です。にもかかわらず、中国は通
貨バスケット制で元を安く抑えて
おり、ドイツはギリシャなどの影
響でユーロ安になっています。こ
のしわ寄せが日本に行き、円高と
なっているのです。この状況はし
ばらく変わらないでしょう。

　より大きなマイナス要因は、子
供手当の縮減ではないでしょうか。
家計の負担が約3000億円も増え
ます。さらには、年金保険料の引
き上げなども重なり、今年は家計
負担増が１兆円以上にもなります。
2013年からは復興増税が導入さ
れますし、早ければ同年10月にも
消費税率が引き上げになる可能性
も高い。こうした家計の負担増は、
日本経済の足かせになります。

今年の景気を最も左右する
欧州債務危機

　今年の景気を最も左右するのは、
欧州の債務危機です。最も先行き
が不透明なものでもあります。私
は、６割の確率で起こるとみてい
るメインシナリオと４割のリスク
シナリオを考えています。
　メインシナリオの場合、まず、
財政規律強化での歩み寄りを経て
ECB（欧州中央銀行）が債務拡
大国の国債購入に踏み切ったうえ
で、今年半ばくらいまでに欧州の
銀行の資本増強を行い、ギリシャ
の「秩序あるデフォルト（債務不
履行）」という形でソフトランディ
ングできれば、夏場くらいからは
マーケットの不透明感も晴れてき
て、好転してくるのではないかと
いう期待がもてます。また、国内
的には復興需要がありますし、タ
イの洪水の影響も緩和してくるで
しょう。東京スカイツリー関連の
特需があるかもしれません。
　中国の金融緩和の影響もありま
す。中国では今年、５年ごとの党
大会が開かれ、政治指導者が交代
します。過去を見ても党大会が開
催される年は、必ず成長率が加速
しているので大変期待できると思

います。米国経済も、昨年初めく
らいをボトムに、徐々にですが改
善してきています。実際、クリス
マス商戦は好調でした。ロンドン
五輪に向けて、特需も盛り上がっ
てくるでしょう。
　以上のようなことを総合的に判
断すれば、日本の経済成長率は、
２％くらいは期待できるのではな
いでしょうか。
　一方のリスクシナリオの場合で
す。欧州諸国で想定外の「無秩序
なデフォルト」が相次ぎ、金融機
関の連鎖破たんなどが起これば、

リーマンショックの二の舞となり
ます。実は、ユーロ圏では、２月
にイタリア、３月にギリシャ、４
月にスペインと、危険視されてい
る国の国債大量償還が立て続けに
予定されています。ECBとドイ
ツが事態収拾に前向きになればい
いのですが、政治的な問題で腰が
重い。最終的に収束させるにして
も、その方向性が見えてくるのは
今年の春以降だと思います。それ
までは足元の状況が続くと想定し

ておいた方がいいでしょうね。

消費税増税を見越した
住宅駆け込み需要の可能性も
　今年は住宅エコポイント、フ
ラット35Sの駆け込み需要があっ
た翌年なので、さらなる大きな需
要というのは難しそうです。ただ、
住宅エコポイントは復活しました。
一方で消費税増税の議論も本格化
しているので、増税を視野に入れ
た住宅駆け込み需要が発生するか
もしれません。その需要を見越し
て、早ければ年後半に着工が出て

くる可能性もありますから、そう
悪くはないと思っています。
　東日本大震災があったことで、
人々の住宅や不動産に対する意識
は変わったと思います。節電やエ
コに対する意識が高まりました。
たとえば節電にしても、産業や企
業では進んでいますが、より節電
していくためには家庭での取り組
みが不可欠です。国としても、住
宅の環境面について手厚い対策を
施していく必要があると思います。

どうなる

昨年、本欄で「景気は明るくなる」と予測した、
第一生命経済研究所経済調査部主席エコノミストの永濱利廣氏。
しかし、昨年３月11日には東日本大震災という未曾有の大災害が
日本を襲い、あらゆる面で状況が一変してしまった感があります。
復興に向けて、今年の日本経済、景気はどうなるのでしょうか。
永濱氏にあらためて伺いました。

日本経済 と景気

Toshihiro Nagahama
1995年早稲田大学理工学部卒業後、第一
生命保険（株）入社。1998年（社）日本経済研
究センター出向、2000年第一生命経済研究
所経済調査部副主任研究員、2004年同主
任エコノミストを経て、2008年より現職。

㈱第一生命経済研究所 経済調査部主席エコノミスト

永濱 利廣 氏

2012年
特集Ⅰ

復興需要は
GDPを5兆円ほど
押し上げるインパクトが
あります
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どうなる
不動産市場東京の

一昨年、昨年と同じく、分譲マンション、オフィス、
既存住宅、J─REITの専門家の方々に、2012年の
東京の不動産市場の見通しについて伺いました。

京都の新築マンション着
工戸数は着実に増加基調

を続けている。2011年1月から
10月までの着工は前年同期比
41.0％の大幅増となっている。
都心部回帰の立地指向も引き続
いており、大型再開発物件も復
調しつつある。今春から湾岸エ
リアでの超高層物件の販売合戦
が展開されよう。
　東日本大震災の激震ショック
で、マンション業者は一時販売
活動を停止したが、建物被害は
軽微であったことを確認し、販売
活動を再開した。巨大地震と停
電の影響は従来のマンション企

画の見直しにつながった。快適
さ、利便性をアピールした諸施
設、設備機器の設置競争から、
地盤の耐震性、建物の免震・制
震設計、非常用電源、備蓄倉庫、
コミュニティ機能など居住の安心
性を担保する基本性能の問題が
考慮される企画が急増している。
　東京都による建物耐震化策の
強化が一気に進みそうで、都心
再生を担うマンション再開発が
さらに加速しよう。低価格・駅
近のコンパクト物件、アクティ
ブ・シニア向けのエコ仕様の高
品質物件、シングル・ファミリー
向けの都心物件などが人気を集

めそうだ。
　建売住宅についても、マン
ション同様、供給が回復してこ
よう。マンション以上に地盤や
省エネ性能などに関心が集まる
だろう。ただ、購入マインドの
鎮静化により、建売、マンショ
ンとも6000万円を超える高額物
件は苦戦しそうだ。

年は、J─REIT市場の将
来を占う上で分水嶺と言

える重要な年になりそうだ。昨
年は3.11東日本大震災に加え
て、欧州債務問題がグローバル
な金融システム不安を誘発する
など市場への逆風が吹き荒れ
て、東証REIT指数はリーマン・
ショック時の2008年以来となる
２ケタ超の下落を記録した。
　2012年はマクロ環境の改善か
ら市場の反転・上昇を期待した
い。ニッセイ基礎研究所は、復
興需要の寄与により経済成長率
が1.8％へ回復、オフィスビル

賃料（都心３区・大規模ビル）
についても４年ぶりの上昇を予
測している。また、金融庁はア
クションプランを発表し、2013
年までにJ─REIT制度の見直し・
規制緩和を行う方針を示してお
り、内部留保を可能とする仕組
みや資金調達手段の多様化につ
いての議論が本格化する予定
だ。
　昨年で創設から10年、J─
REIT市場の運用不動産は８兆
円を超えて不動産市場における
存在感が高まる一方、現在の
６％の配当利回りが示す通り、

金融商品としての認知度は十分
ではない。次なる10年では、投
資家の信頼を積み上げていく不
断の努力とともに、投資家に
とって魅力溢れるJ─REIT市場
とは何か、その全体像の明示が
求められる。

州の金融不安、米韓での
選挙など不安定な要素と

無関係ではいられない日本の情
勢を考えると2012年の変化を予
測することは先進のエコノミス
トをもってしても困難な話であ
ろう。しかし「住宅市場」とい
う限られた視野においては、フ
ローからストックの流れあるい
は耐震・断熱の促進といった政
策の方向性、また金利水準など
の市場環境に大きな変化は起き
ないと考える。
　昨年の誌面で「市場活性化に
は消費者の安心感を高め価格妥
当感を高める取り組みが重要」
と記したが、2012年の住宅市場

は本格的に既存住宅市場への転
換期に入ってゆくであろう。す
でに住宅ストック活用に対応す
るためのさまざまな仕組みや
サービスが登場しはじめてい
る。例えば、リフォーム資金一
体型の住宅ローンや個人間売買
向けの引き渡し後リフォーム型
瑕疵担保保険の登場などは注目
の動きである。こうしたサービ
スは購入物件の品質確認や向上
の機会を消費者に与え、さらに
その総費用のめども明確にする
という利点をたらすことになり
そうである。
　以上のような動向をふまえ、
不動産業とりわけ不動産仲介業

にとって考えるべきは「協業の
促進」ではないだろうか。もち
ろん自社内で検査やリフォーム
サービスの提供を完結できる体
制を整えるという手もあるが、
新たな制度やサービスを活用し
市場変化に素早く対応するため
に検査や建築の専業者との協業
を促進することで商機拡大を図
るのも一策だと考える。

日本大震災は、企業のオ
フィスビルに対するニー

ズを大きく変えた。震災前はテ
ナント移動が減少傾向にあり、
また、オフィスコストの削減が
重視され、「賃料さえ安ければ、
ビルのグレードは低くてもかま
わない」というテナントが多く
を占めていた。
　しかし震災後は、「安全性が
確保されれば、賃料は多少高く
てもかまわない」という移転事
例が増えている。このため、
2011年7月以降に竣工した新築
ビルには、オープン時から満室

あるいは高稼働率となった例が
目立つ。
　さらに、BCP（事業継続計画）
の観点から、電力供給の安定化
などを意識するテナントが増え
てきた。この動きに対応して、
ビル会社の中には、蓄電池の導
入や、非常用電源の容量の増強
を検討する例が見られる。この
ような新たな設備投資の動き
は、社会インフラとしてのオ
フィスビルの存在価値を高める
ことになろう。
　気懸かりなのは、欧州債務問
題などが日本の金融市場におよ

ぼす影響である。2012年は東京
都心部でのビル供給量が多いた
め、金融機関の需要がオフィス
ビル市況を大きく左右する。既
に大規模なリストラに着手した
金融機関が出ており、「コスト
削減重視」の動きが再び強まる
可能性もありそうだ。

東

今

欧

東

マンション・建売ともに供給は順調に回復へ

マクロ環境の改善から市場の反転・上昇を期待

2012年は住宅ストック活用への本格的な転換期に

都心部でのビル供給が増加、金融機関の需要が市況を左右

分譲マンション・建売住宅市場

オフィス市場

既存住宅市場

J─REIT市場

不動産経済研究所  社長

角田 勝司氏

みずほ証券チーフ不動産アナリスト

石澤 卓志氏

リクルート住宅総研 所長

矢部 智仁氏

ニッセイ基礎研究所
　金融研究部門主任研究員

岩佐 浩人氏

2012年
特集Ⅰ
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　いままでの不動産市場はフロー
中心でした。住宅が典型例です。
新築住宅を建てた人、もしくは購
入した人が生涯かけて住みきって、
それが滅失し、また新たに別の住
宅が建てられるということが繰り
返されてきました。しかし、この
ような流れはかなり難しくなって
きています。少子高齢化を迎え、
日本の社会に投資余力がなくなっ
てきました。それだけではなく、
地球環境問題がクローズアップさ
れてくるなかで、ストックをつくっ
ては壊し、というやり方は維持不
可能になりつつあります。一度つ
くりあげたストックを上手に回し
ていくことを考えなければならな
い時代を迎えています。
　今回の国土交通省の不動産流通
市場活性化フォーラムでは、今後
確実に訪れるであろうストック中
心の不動産取引のなかでどんな市
場インフラが必要なのか、また、
取引を担う宅地建物取引業者には

何が求められるのか、ということ
を明示しようというのが大きな目
的だと私は考えています。
　ストック中心の取引になった場
合、最も大きく違ってくるのは物
件に関する情報の量です。土地に
ついては立地条件が主な情報にな
りますので、いままでとさして違い
はありません。しかし、建物情報
については整備が遅れているとい
うよりも、まったく整備されていな
いといったほうがいいでしょう。
　住宅が転々と流通していくため
には、どのように建てたのかとい
う設計図書がなければなりません
し、どのように住んできたかとい
う住宅の履歴も必要になります。
そのような情報が市場価値を持つ
時代が近いうちにやってきます。
いままでの不動産取引に必要とさ
れた情報とは質も量も違ってくる
のです。
　米国の場合は、不動産取引には
エスクローという過程があって、
契約締結の前に各方面から物件を
検証する期間があります。金融機
関とか保険会社とか鑑定士とかイ
ンスペクターとかが、多角的に物

件を評価する仕組みになっていま
す。建物資産を評価するには一つ
の技術では評価しきれないので、
いろいろな専門家の参加とされる
からです。日本も今後、おそらく
そういう方向性が求められると思
います。その専門家たちをうまく
コーディネートして、取引を完了
させる役割を担うのが宅地建物取
引主任者だと私は思います。
　いろいろな専門家が参加したな
かでの情報のやりとりを誰が仕切
るか、となった場合に、神様のよ
うな存在、つまりあらゆる専門分
野に精通しているスーパーマンの
ような人が仕切るというのは現実
的ではありません。そのような存
在は世の中にいないからです。神
様のような存在ではなく、いろい
ろな専門分野のコーディネーショ
ンを果たすことができる人がいれ
ばいいのです。それが宅建業者だ
と思うのです。
　そう考えていくと、宅建業者は
各専門分野に深い知識を持ってい
るということよりも、専門家を自
由に使えるコーディネーション能
力が必要ということになります。

専門知識については、ダメな専門
家を見分ける知識は最低限必要で
すが、自らが専門家になる必要は
まったくありません。

　しかし、いまの宅地建物取引業
法が求めているのはスーパーマン
に近い存在ですね。あらゆる専門
分野に精通していることが求めら
れています。これは重要事項説明
の内容を見れば明らかです。これ
を整理する必要があると私は思っ
ています。
　また、重説には新しい不動産業
者のあり方を構想する前に、合理
化できる部分はたくさんあります。
明らかに説明しなくても見ればわ
かるような項目があったり、書面
交付の電子化が実現しないことな
どがそうです。これらを合理化し
たうえで、コーディネーション機
能を付け加えていくということが
必要になってくるでしょう。重説
の内容の見直しは必要でしょうね。

　スーパーマンのような超ハイレ
ベルの宅建業者を育成し、彼らに
取引のすべてを委ねるという方向
性は正しくありません。その人数
の確保も難しいですし、育てるコ
ストもかかります。それよりも、
すでに存在している専門家を活用
し、宅建業者がそれをコーディ
ネートするというやり方のほうがは
るかに社会的なコストは安くつき
ます。敷居の高い資格をつくって
その人たちだけが市場の信認を得
ていくという方向性は、少なくと
もこれからの不動産流通市場のあ
り方とは逆行していると思います。
　また、宅建業者は今後、社会の
変化、ニーズの変化にこれまで以
上に機敏に対応していくことが求
められます。新しい知識を柔軟に
吸収していく能力が必要となるわ
けで、それは高い権威付けとは
まったく正反対の取り組みになる
と思います。
　私は長期優良住宅のモデル事業
の審査員をやっていますが、中小

の工務店の方々は、地域ごとに
ネットワークをつくって、そこで
プロジェクトを立案して応募して
きます。その過程で金融機関との
つながりや、関連事業者との連携
が生まれてくるのです。そこです
でに活性化が生まれているわけで
すね。
　ですから、私は今回の不動産流
通市場活性化フォーラムでも民間
のさまざまなモデル的な取り組み
を推奨し、ベンチマーク化する仕
組みをつくることができれば面白
いのではないかと思っています。
ストック時代を迎えた不動産流通
の新たなビジネスモデルを募集す
る。応募したプロジェクトは公開
されますので、知見は共有されま
す。そのようなことを仕掛けるこ
とによって、業界が活性化すると
思います。
　いずれにしても、フォーラムで
は新しい宅建業法のあり方と、新
しい宅建業者像はお示ししたいと
思っています。

この人に聞く

国土交通省は、これからの不動産流通市場のあり方と、その業務を担う宅地建物取引業者の
新しい姿を確立していくために、有識者からなる「不動産流通市場活性化フォーラム」を組織し、
６月までに方向性を示すべく、精力的に議論を進めています。その座長を務める
日本大学経済学部教授の中川雅之氏に考えをお伺いしました。
なお、同フォーラムには当本部の林直清本部長も参加しています。

特集Ⅱ

国土交通省は、これからの不動産流通市場のあり方と、その業務を担う宅地建物取引業者の国土交通省は、これからの不動産流通市場のあり方と、その業務を担う宅地建物取引業者の国土交通省は、これからの不動産流通市場のあり方と、その業務を担う宅地建物取引業者の国土交通省は、これからの不動産流通市場のあり方と、その業務を担う宅地建物取引業者の

新しい宅建業者像とその役割はこうなる

─不動産流通市場活性化フォーラムの方向性─

中川 雅之氏

日本大学経済学部教授

Masayuki Nakagawa
1984年京都大学経済学部卒業、1984年建設省入省、2000～2003
年大阪大学社会経済研究所助教授（博士（経済学）取得）、2003年国
土交通省都市開発融資推進官、2004年日本大学経済学部教授。主な
著書に「公共経済学と都市政策」（2008年、日本評論社）など。

宅建業者に求められるのは
専門家を束ねる

コーディネーション能力

重説の見直しは必要
宅建業者は

スーパーマンにあらず
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いに「賃貸住宅管理業者
の登録制度」が始まりま

した。任意ではありますが、私
は「賃貸管理ビジネスの夜明け」
として前向きに捉えています。
私はいつも、「賃貸管理業」は、
宅地建物取引業をベースとした
「仲介業」とは違う、なにか別
業種のような気がしています。

貸仲介という仕事は、比
較的すぐにはじめられ、

短期で売上も上がるために資金
もまわりやすい商売といえます。
それに比べて「管理」という仕
事は、家賃の数%の月次管理料
が主な売上であるので、最初は
売上もたいしたことはないし、
より細かい商売にみえます。そ
れに、クレーム対応やメンテナ
ンス等の業務は地味にみえるか
もしれません。しかし、管理物
件がだんだんと増えてくると、
毎月必ず入ってくる管理料とい
うものがありがたくなってきま

す。ストック経営の見本のよう
な商売なので、売上が落ちるこ
とはありません。そして、実は
管理のほうが儲かります。
　仲介業が主体の会社も、でき
れば管理物件を増やしていきた
いと思っているのですが、この

二つの業態は結構「文化が違う」
というか、「体質が違う」もの
なので、バランスよくやってい
くことが意外に難しいのです。

後、「仲介」から「管理」
への流れは加速すると思

われます。インターネットの進
化と情報の充実により、そもそ
も仲介営業担当の存在意義とい
うものが年々薄れてきています。
オーナー自身がインターネット
を使って募集する時代です。図
表に示したように、「ITの進化」、
「空室の増加」、「管理ビジネス

の興隆」、「住まいの差別化」な
どの時代の変化により、「仲介
業」から「管理業」への転換が
進み、また、「管理会社が自社
管理物件のみを自分自身で決め
るという体制」、つまりアメリ
カ型のＰＭ（プロパティマネジ
メント）会社のビジネスモデル
に近づいていくのではないで
しょうか。ちなみにアメリカで
は、オーナーは管理会社に必ず
管理料を払い、管理会社が入居
者に直接リーシングを行ってい
ます。

ットも少し前まではホー
ムページやメールを通し

てのぎこちないやり取りでした
が、今ではソーシャルメディア
というものが登場し、随分コ
ミュニケーションがとりやすく

なりました。
　先にご紹介したツイッターや
ブログなどもそうですが、今最
もホットなソーシャルメディア

といえば「フェイスブック」で
す。エジプト革命やニューヨー
ク、日本のデモなどで活用され
ニュース等でも耳にすることが
多くなりました。
　ご存知の方も多いと思います
が、これは何するものかと言え
ば「登録した人同士が自分の近
況を伝え、また友人たちの近況
をリアルタイムで知ることがで
きる」というものです。「いま
何してる」「このニュースにつ
いてこう思う」「こんなことが
あった」などを、文章、写真、
動画を問わず、とにかくなんで
も発信することができ、また受
信することができるコミュニ
ケーションのベースとなるもの

が「フェイスブック」というサ
イトなのです。このフェイス
ブックの利用者は今や世界で７
億人を超え、中国・インド・フェ

イスブックといわれるほどの規
模（人口）になっています。
　メールやホームページではな
かなか伝えられない、あるいは
伝えにくい情報を気軽に発信で
き、またブログやツイッターと
ちがって「実名」が基本なので
情報に信憑性があり（嘘がつけ
ない・攻撃できない）、より正確
なコミュニケーション、より豊
富でバリエーションに富んだ情
報伝達が可能です。

たフェイスブック内に自
社（自分）専用の情報発

信ページも作れ、そこからの情
報発信はもちろんのこと、たと
えば不動産業の場合は、自分の
ブログやツイッター、あるいは
自社サイトの物件情報を自動的
に更新されるよう連動させてい
る会社さんも、いまでは多いん
です。

　ブログやツイッターなどは更
新のネタもそんなにありません
ので、ブログを更新したらツ
イッターやフェイスブックも更
新されるよう連動させておくと
便利です。さらには自社の物件
情報なども連動させておくと
フェイスブック上の情報のバリ
エーションが増え、なにより更
新がラクです。

するに、フェイスブック
という「人があつまるプ

ラットフォーム」にブログもツ
イッターも物件情報も、全部の
情報を一元集約させてしまう、
ということです。
　文章だと大まかにしか伝えら
れませんが、この手のものはや
らないとわからないと思います。
無料ですし、ぜひ今すぐパソコ
ンを開いて「フェイスブック」
を検索して登録してみてくださ
い。フェイスブック内で「鳥海
成樹」と私を捜して「不動産東
京見ました！」と気軽に友人登
録してみてください。まずは自
分で試して、楽しんで、他の人
のやり方を見ながら学んで、そ
れから自分でも実践してみる、
それが上手な活用への近道です。

アパート家賃・入居率アップ

不動産ビジネスお役立ちファイル不動産ビジネスお役立ちファイル

フェイスブックで自社情報も
物件情報も一元集約化

賃貸管理ビジネスの夜明け
～今後の賃貸業界の展開と将来像～

第11回

都内の不動産会社及びハウスメーカー勤務を経て、1996年に賃貸物
件の企画・建築プロデュース及びその経営管理（プロパティマネジメン
ト／ＰＭ）を専門とする㈱アートアベニューを設立、代表取締役社長
に就任。2001年、建築会社とＰＭ会社に業務支援とコンサルティング
をするオーナーズエージェント㈱を設立し、代表取締役社長に就任。Ｃ
ＰＭⓇ／米国不動産経営管理士（サーティファイド･プロパティ･マネー
ジャー）、ＣＦＰⓇ／サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー。

鳥海 成樹

東海大学政治経済学部経営学科卒。外資系
IT企業、不動産フランチャイズチェーンなどを経
て、2006年アイティーレックス㈱を設立。主に
中小不動産会社向けにWebマーケティングコン
サルティングやASPサービス事業を展開する。
URL:http://www.it-rex.jp/

Seiki Toriumi

藤澤 雅義 CPMⓇ
Masayoshi Fujisawa

オーナーズエージェント株式会社
株式会社アートアベニュー
代表取締役 アイティ―レックス㈱社長

ネ

ま

要

今

つ

賃

ソーシャルメディア入 門
不動産ビジネスのための

第3回

最新ツール
を

徹底活用！

賃貸業界の展開と将来像

「仲介業」から「管理業」への転換が進む。また、管理会社が他社物件仲介をせず、自社管
理物件のみを、なるべく仲介業者に頼らず自社で募集するようになっていく。それが、仲介
手数料「０」への流れを作る。つまり、アメリカ型プロパティマネジメントに近づく。また、
更なるステップとして、「住む」だけでない「＋アルファ」のオペレーションを構築するこ
とが求められている。

インターネット上の情報が
ますます充実する

仲介業者への多額の
バックフィーの支払い

任意の登録制度の施行、
将来的な管理業法への期待

嗜好の多様化が
進んでいる

ネット上で自分で探した
物件に手数料は払わない?

仲介業者が入居者を
なかなか決めてくれない

不動産市況悪化による
ストック経営への転換志向

「住む」＋「住む楽しさ」が
ある賃貸住宅

オーナー自身がネット上で
募集することが増える

他社管理物件を
仲介している場合ではない

入居者減による
賃貸仲介業への不安

「住む」＋「住む必然」が
ある賃貸住宅

入居者仲介手数料「０」に
収れん？

入居者を決めてくれるならと、
オーナーが管理料を
払うようになる

不動産投資への関心の
高まり（個人投資家の増加）

シェアハウス・サービス
アパートメント・高齢者住宅・
コンセプトマンション等の興隆

ITの進化 空室の増加 管理ビジネスの興隆 住まいの差別化

録してみてください。まずは自
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とが、品川駅が港区にある理由だ
とされています。しかし、現在で
は、「用地買収が面倒だったから、
開通を急いだ明治政府が避けた」
という説も有力です。
　品川と名前がついているのに、
品川だけではないものがもう１つ
あります。自動車の「品川ナン
バー」です。品川区にある関東運
輸局東京運輸支局が、千代田区、
中央区、港区、品川区、目黒区、
大田区、世田谷区、渋谷区のほか、
島嶼部（伊豆諸島、小笠原諸島）
も管轄しているためです。都心で
見慣れている品川ナンバーが、八
丈島でも走っているなんて、
ちょっと意外な感じがしませんか。
　品川じゃないのに品川、という
逆のパターンは、まず１つは目黒
駅です。目黒区ではなく、品川区

います。その後の資料調査や発掘
調査などにより、品川区側にある
と確認されています。

商店街と大型スーパーの
コラボでまちを元気に

　次ページの区長インタビューで
も触れられていますが、品川区は
商業の盛んなまちでもあります。
戸越銀座という名前を聞いたこと
はないでしょうか。テレビなどで
よく取り上げられ、全国的にも有
名な商店街です。３つの商店街か
ら構成され、全長1.3㎞という関
東でも有数の長さを誇っています。
店舗数は約400軒で、平日でも１
万人以上の買い物客でにぎわう人
気の商店街です。よく商店街には
「○○銀座」という名前がついて
いますが、実は戸越銀座が発祥な

んです。戸越地区は昔、水はけが
悪く、道路事情が非常に悪かった
といいます。そこで、大正12年の
関東大震災の際、被害を受けた中
央区の銀座通りから撤去されたレ
ンガを譲り受け、大通りなどの改
修に再利用しました。これが縁で、
商店街設立の際に「銀座」の名前
を冠し、全国初の「銀座以外の銀
座」になりました。
　品川区では、戸越銀座のほかに
も、「目黒のさんま祭」で有名な
目黒駅前商店街など、元気な商店
街が数多く見られます。例えば、
旧品川宿周辺の北品川商店街や青
物横丁商店街などは、「東海道の
歴史性を活かしたまちづくり」を
進めるため、「旧東海道品川宿周
辺まちづくり協議会」を設立し、
路地の石畳舗装や、店舗の看板、
暖簾を江戸風のデザインで統一す
るなどの事業を進めています。東
京都の「江戸東京・まちなみ情緒

の回生事業」にも指定されました。
　品川区商店街連合会の平川勝之
事務局長によると、同会には現在
70の商店街が加盟し、総会員数は
3370店に上ります。一般的に、商
店街と大型スーパーというと、対
立の視点で見られがちです。しか
し、品川区では2006年度から、商
店街と大型店が「連携・協働」す
る取り組みが進められています。
イトーヨーカドーやイオンなどの

大型店の催事場に、商店街のお店
が出店する「品川いいもの巡り」
というイベントです。大型店の立
地や集客力を利用しながら、大型
店にはない商品をPRし、地域活
性化にもつなげていこうというこ
のイベントは、毎年、非常に好評
を博しています。平川事務局長は、
「大型店の販売面や衛生面でのノ
ウハウを目にすることができ、商
店街側としても学ぶことが多い」
と語ります。今年は、これまで４
回だった開催回数を６回にまで拡
大する予定です。
　品川区では、魅力あるさまざま
な商店街が個性を競い、イベント
なども活発に行われています。ぜ
ひ足を運んで、元気な商店街を楽
しんでみてはいかがでしょうか。

上大崎２丁目にあります。当初の
計画では、目黒駅は文字通り目黒
区内に建設される予定でしたが、
地元農民が農作物への煙や震動の
影響を懸念して強硬に反対し、現
在の場所に落ち着いたということ
です。ただ、この説も資料等がな
く、品川駅の場合と同様、真偽は
定かではありません。
　もう１つの例が、エドワード・
モースが発見した縄文時代の貝塚、
大森貝塚です。大森は大田区の地
名ですが、貝塚の場所は品川区大
井６丁目周辺とされています。こ
の場所に特定されるまで、貝塚の
場所には品川区説と大田区説の２
説が存在していました。モースが
貝塚の場所や地図を残さなかった
からです。実際、両区には、大森
貝塚を記念する石碑が建てられて

第10回

品川区の巻
品川駅構内にある山手線の
起点を示す距離標

品川区の
大森貝塚碑

戸越銀座商店街に
展示される、銀座から
運ばれたレンガ

買い物客でにぎわう年末の戸越銀座商店街

青物横丁商店街の江戸風デザインを
施した畳店

1

2

3

品川なのに品川じゃない！？
　はじめに、品川なのに品川じゃ
ない、品川じゃないのに品川、と
いうちょっとした蘊蓄を一席。
　皆さんは、山手線の起点をご存
じでしょうか。実は、品川駅なん
です。山手線は、鉄道路線上、品
川が起点で、田端が終点とされて
います。2003年には東海道新幹
線の駅も開業し東京の玄関口とも
いえる存在になった、その品川駅
ですが、品川区にあるわけではあ
りません。住所は、港区の高輪３
丁目となります。なぜ品川駅が港
区にあるのでしょうか。
　現在の京浜急行線北品川駅から
青物横丁駅にかけて、かつて東海
道五十三次の第一の宿場「品川宿」
があり、1600軒の建物が軒を並
べ、7000人が住んでいました。ま
た、北の吉原、南の品川と呼ばれ
るほど遊興の地としても知られて
いました。明治の初めに新橋－横
浜間に鉄道が開通した際、この品
川宿から「宿場町が廃れる」とし
て駅建設に反対の声があがったこ

4
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品川区の特長について
教えてください。

　まずは、国際都市東京の表玄関
だと言われる立地ですね。大井ふ
頭や羽田空港、品川駅にも近いと
いう「地の利」があります。その
ため、企業の本社も多く集まって
います。品川区では、目黒川や道
路など物流手段が発達していたこ
とから工業が発展し、それに付随
して商業も盛んになった経緯があ
ります。ですから、戸越銀座など
全国的にも有名な商店街も多いん

川５丁目などでほぼ完成します。
次は、五反田と大井町だと思って
います。五反田は、TOCビルや
ゆうぽうとなどに見られるよう
に、ビルの老朽化が進んでいます。
また、大井町は回遊性に乏しいん
です。五反田のリニューアルと大
井町の回遊性の向上が、今後の課
題になってくるんではないでしょ
うか。

品川区の防災への
取り組みについて。

　国や都でも帰宅困難者は、基本
的には帰宅させない方針になるよ
うです。企業には、少なくとも３
日間は、社内にとどまることがで
きるだけの食糧を備蓄してもらい
ます。もちろん努力義務ではあり
ますが、企業にも、社会的責任と
しての防災対策をより一層意識し
てもらえるのではないでしょうか。
　災害時にまず重要なのは、情報
です。なかでも安否情報がとくに
大事です。災害時、子どもは学校・
保育園にいるから大丈夫だと信頼
してもらえば、保護者の方は会社
などから無理に帰る必要はなくな
ります。そこで、区では昨年、学
校や保育園から保護者に向けて配
信する緊急メールを整備しまし
た。
　品川区は東京湾に面しています
から、津波の被害も考えられます。

ただ、家を押し流すような波が来
るというよりも、生活ができなく
なるくらいの浸水被害にあう可能
性が高いと考えられます。区では
現在、地盤高調査に着手していま
す。かなり精密に調査しており、
来年度中にはインターネットや住
居表示版などで情報発信していき
たいと考えています。また、津波
から逃げるための避難建物の指定
も検討中です。

品川区のまちづくりに
不動産業界はどう関わって
いけばよいのでしょうか。

　品川区では今後、高層マンショ
ンやオフィスビルが増え、どんど
ん都心化していきます。その場合、
既存住民との調和をどう図るか、
まちの住環境をどう維持するかが
問題になってきます。不動産業界
の方々には、そうした問題の解決
にもぜひご協力をお願いしたいと

思います。
　具体的に住宅に関していえば、
まず木造密集地域の問題がありま
す。延焼防止など、安全性を向上
させるために、できるだけ空地を
設けていきたいんです。また、老
朽化した木造住宅の建て替えも進
めています。空地にできる用地情
報の提供や、建て替えの際の仮住
まいの紹介など、不動産業界の皆
さまには、われわれ行政とペアを

組んで、さまざまな形でご協力し
ていただきたいと思っています。
　住宅ストックの活用も課題で
す。区内には約２万5000戸の空
き家があります。私自身は品川区
で住宅問題はひっ迫しているとは
思いませんが、たとえ住宅が不足
していても、こうした既存ストッ
クをうまくマッチングさせてやれ

ば十分解消できると思います。こ
うした面でも、不動産業界の皆さ
んのお力をお借りしたいですね。

です。
　交通の利便性が非常に高いこと
も特長でしょう。22.7㎢  しかない区
内に、40もの鉄道駅があるんです。
ちょっと歩けばどこかの駅に着い
てしまいます。通勤にも便利です
から、最近は区内にワンルームマ
ンションも増えています。
　交通の便がよく、買い物にも便
利という特長は、なにより区民の
方々に高く評価してもらっている
んです。区が行った世論調査によ
ると、区民の約９割から今後も区
内に住み続けたいとの回答をいた
だいています。

国際都市東京の
表玄関、住・商・工が
混在するまち品川

I n t e r v i e w

品川区には
住宅・商業・工業が
混在しています。

　地域ごとに分かれているという
より、住・商・工がパッチワーク
のように点在している感じです
ね。住宅街や工場にすぐ隣接して
商店街があるので、商店街の活力
がなくなると、まち全体の元気が
なくなってしまうんです。だから、
品川区にとっては、商店街の振興
策というのは、ただ単に商売繁盛
のためではなく、まちの活力、明
るさを支えるための施策だといえ
ます。また、昔ながらの商店街は、
とくにお年寄りにとっては、生活
のインフラになっています。まち
の活気とお年寄りの生活インフラ
を維持していくためにも、商店街
は重要な装置だと考えています。
　現在、都市再生緊急整備地域に
位置付けられている大崎駅周辺で
は、再開発が進んでいます。その
中でもとくに、北品川５丁目の再
開発は、ものづくり、新しい産業
のシンボル的な拠点にしていきた
いと考えています。研究や開発、
そして産業間のマッチングなどを
行う、区立の新産業センターのよ
うな施設をイメージしています。
また、優良企業や新興企業を集め、
情報交換などを行うビジネスクラ
ブも整備していきたいですね。
　大崎駅周辺の再開発は、現在開
発が進んでいる西口南地区や北品

第10回

品川区の巻

区市長が語る わ が ま ち

濱野 健 区長品川区

昭和22年生まれ。昭和48年早稲田大学
第一政経学部卒。同年、品川区役所入
庁。平成3年総務部職員課長、平成11年
企画部長、平成12年助役を歴任し、平成
18年品川区長就任。現在2期目。

Takeshi Hamano

木密対策と
住宅ストック活用に
ご協力をお願いします。
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　こうした状況の下、最高裁判所は、
1  更新料の条項は、賃料の支払いに
加えて、特約により消費者である
賃借人に更新料という名目の金員
をプラスして支払わせるものであ
るから、『消費者である賃借人の
義務を加重するもの』に当たる。

2   しかし、更新料は、賃料の補充な
いし前払い、賃貸借契約を継続す
るための対価等の趣旨を含む複合
的な性質を有するものであって、
更新料の支払いにおよそ経済的合
理性がないなどということはでき
ない。

3  また、一定の地域において、期間
満了の際、賃借人が賃貸人に対し
更新料の支払いをする例が少なか
らず存することは誰もが知ってい
ること、従前、裁判上の和解手続
等においても、更新料条項は公序
良俗に反する、などの理由で、こ

れを当然に無効とする取扱いがさ
れてこなかった。

4  従って、更新料条項が賃貸借契約
書に一義的かつ具体的に記載され、
賃借人と賃貸人との間に更新料の
支払いに関する明確な合意が成立
している場合、賃借人と賃貸人と
の間に、更新料条項に関する情報
の質及び量並びに交渉力について、
見過ごすことのできないほどの格
差が存するとは言えない。

5  賃貸借契約書に一義的かつ具体的
に記載された更新料条項は、更新
料の額が賃料の額、賃貸借契約書
が更新される期間等に照らし高額
にすぎるなどの特段の事情がない
限り、消費者契約法10条にいう
『民法第１条第２項に規定する基
本原則に反して消費者の利益を一
方的に害するもの』には当たらな
いと解するのが相当である。

と判示しました。そのうえで、更新
料条項は本件契約書に一義的かつ明
確に記載されており、その内容は、
更新料の額を賃料の２ヵ月分とし、
本件賃貸借契約が更新される期間を
１年間とするものであって、上記特
段の事情が存するとは言えず、これ
を消費者契約法10条により無効と
することはできないとしました。
　京都のような事案であっても、更
新料の条項は有効と判断したのです
から、東京の場合に問題となること
はありえないことになります。そう
した意味では、実務が追認されたと
いうことで大きな影響は生じなかっ
たのですが、契約に携わる皆さんと
しては、契約書に記載することはも
ちろん、将来トラブルを避けるため
にも、賃借人にきちんと説明してお
くことが望まれることはいうまでも
ありません。

量あるいは交渉力に大きな格差があ
ることから、たとえ形式上は契約が
締結されたかに見えるような場合で
あっても、消費者の利益を一方的に
害する場合には、契約の取り消しを
認めたり、不当条項は無効であると
規定しています。
　更新料を巡る下級審判決では当初、
賃貸借契約当事者間で約束した以上、
当然に守られるべき、との判決が多
かったのですが、その後、更新料は
何のために支払われる金員なのかと
いった性質論等を受けて、更新料の
支払いを定めた条項は消費者契約法
10条に照らして無効とする判決が
優勢を占めるようになってきていま
した。しかし、仮にこうした判決が
最高裁判所でも是認されることにな
ると、大家さんは過去にさかのぼっ
て受け取った更新料を返還しなけれ
ばならないことになり、全国で100
万件以上あるといわれるこうした賃
貸借契約において大きな混乱をもた
らすことになるのではないかと危惧
されていたのです。

支払われる金員」であるとされます。
更新料特約は東京都を中心とした首
都圏や、関西では京都府や滋賀県に
おいてよくみられます。
　裁判は京都の事案でしたが、契約
書上、契約期間を１年間、更新料を
賃料の２ヵ月分とすることが明記さ
れていたのに対し、こうした更新料
の支払いを定めた条項が、消費者契
約法10条に照らして無効なのでは
ないかということが争われました。
同10条とは、消費者の権利を制限
し、または消費者の義務を加重する
消費者契約が結ばれた場合、信義誠
実の原則（信義則）に反して消費者
の利益を一方的に害するものは無効
とされるとする条項です。
　消費者契約法は平成13年４月１
日に施行された比較的新しい法律で
す。消費者の利益を擁護するために、
もともと当事者間で契約（約束）し
たことは当然に守らなければならな
い義務を修正するものです。具体的
には、消費者と事業者間の契約は、
契約締結や取引に関する情報の質、

　前回は、敷引特約の有効性につい
て争われた平成23年３月24日の最
高裁判所判決を取り上げましたが、
今回は、これに引き続いて更新料条
項の有効性について争われた平成
23年７月15日の最高裁判所判決を
取り上げてみたいと思います。これ
は、原審となる大阪高裁が「更新料
特約は無効」との判決を下したため、
新聞の一面でも大きく取り扱われ社
会の耳目を集めました。首都圏にお
いては、敷引特約と違い、更新料特
約が賃貸借契約に付されていること
が多いために、結果如何によっては
実務に甚大な影響があるとして、大
きな関心を集めていたものです。
　そこで、まず、更新料とは何かで
すが、一般に「更新料とは、契約の
更新にあたり、賃借人から賃貸人に

裁判所の判決が、皆さんの実務に大きな影響を及ぼすことは少なくありません。
そこで、これから最近言い渡された判決を題材に、皆さんが知っておくべきことを
できる限りわかりやすく解説していきたいと思います。

川上法律事務所 弁護士

川上 俊宏 先生
Toshihiro Kawakami

実務に活かす！

最新判決動向

東京都職員を経て弁護士に。平成
10年に川上法律事務所を開設。不
動産関係を中心に幅広く訴訟を手
がける。全日東京都本部では、取引
主任者講習センターにて宅建業法
の講師を、取引相談委員会にて16
年間にわたり顧問を務めている。その
他公職多数。

更新料特約は有効か
─ 消費者契約法10条との関係をめぐる
　 最高裁判断のポイント

vo l .4

更新料特約は
賃借人への過重な

負担か？

賃料や更新期間に対し
高額すぎなければ、

更新料は有効
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手付保全は
会員と消費者との強い「絆」
─手付保管でビジネスチャンスの拡大を─

手付金等保管制度のご案内

分譲物件・投資用物件を
取扱う会員業者さんに有効！

手続きは
迅速・簡単です！

会員サービスのため
無料です！

1

2

6

3

7

4

8

5

9

売主と買主は、
寄託契約の申込をします。

買主 売主業者

保証協会正会員

寄託契約の
申し込み

売主は保証協会と
寄託契約を締結。

売主と買主は
質権設定契約を締結。

買主は指定金融機関に
手付金等を払込み。

寄託金証書を買主に送付。 取引終了

保証協会総本部

保証協会地方本部
保管機関

報告

START

保管対象取引かどうか
審査した後、寄託契約を
締結します。

買主は、東京都本部で
指定する金融機関へ
手付金等を振り込みます。

売主は、
質権設定契約を
締結します。

入金確認後
「寄託金証書」を
買主宛に送付します。

売主は、公証人役場にて
確定日付を取得した後、
手続き関係書類を東京都本部宛
に書留郵便にて通知します。

売買契約を締結します。

取引終了後、
書類の内容確認及び事実調査の後、
売主の指定する口座に
手付金等を振り込みます。

GOAL

手付金等の保管制度の
対象となる取引とは

こんな場合に
お勧めです

最近の利用例

主な問い合わせ

　例えば、お客様の要望により、
手付金等の保全が必要になる場
合、あるいは、高額な手付金を

受け取るためどうしても手付金の
保全が必要な場合。

　宅地建物取引業者（当協会正
会員）が自ら売主となる完成物
件の売買について、買主から
1000万円又は、売買価額の10%
を超えて手付金等を受領する場
合には、手付金等保管制度の対
象となります。 

1. 土地（宅地）の売買契約にあ
たり、手付金の授受のみでは
手付金保全措置を講じる必要
がなかったが、中間金を授受
することにより手付金の保全
義務が生じることから、中間
金の授受のタイミングで、手
付金と中間金の合計額につい
て手付金等保管制度の利用が
なされた。

2. 共同住宅の売買契約にあたり、
手付金受領日から決済履行期
まで長期に及ぶため、買主の
安心のために手付金等保管制
度の利用がなされた。

　事務局へ寄せられる手付金等
保管に関する問い合わせは、次
のような内容があります。

◆◆◆

Q
契約期日が間近だが、制度の利
用は可能であるのか？

A
通常は、契約日の７日～ 10日前
には利用申請をしていただきま
す。まずは、お打合わせのために、
一度協会にお越しいただくことを
お願いいたします。事案ごとに柔
軟に対応いたします。

◆◆◆

Q
申請から手付金証書の交付まで、
どのくらいの時間を要するか？

A
申請をしていただいた後、協会
内の決裁手続きを踏まえ入金を
していただきます。

入金を確認でき次第、「寄託金証
書」を送付しますので、入金の
手続き後、早ければ翌日には「寄
託金証書」がお手元に届きます。

◆◆◆

Q
契約から決済日まで相当の期間
があるが、制度の利用は可能で
あるか？

A
取引終了まで手付金等は安全に
保管します。

◆◆◆

Q
手付金があまりに高額であるが、
制度の利用は可能であるか？

A
業法の要件を満たせば、保管額
の上限はありません。

「手付金等寄託金受領通知書」を
売主宛に送付します。

［お問い合わせは］

 公益社団法人 不動産保証協会  東京都本部事務局まで   
 電話：03（3261）1010

寄託金証書発行までの流れ

手付け金は保証協会で
安全に保管される。
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月３日（祝）～１１月２７日（日）まで、都内２７ヶ所において「平
成２３年度不動産街頭無料相談会」（後援＝国土交通省・東

京都・各区市）を開催いたしました。
　不動産に関する知識の普及並びに安全な取引の推進を図るため
毎年実施しているもので、各支部管轄区域内の役所や駅前、大型
商業施設内に設けられた専用ブースにおいて、弁護士・税理士・一
級建築士・支部担当者らが消費者から寄せられた相談に対応し、都
内２７ヶ所８６５件の相談に応じました。

不動産街頭無料相談会を開催　
都内27ヶ所　865件の相談に対応

本部

５

三軒茶屋キャロットタワー会場

協会の事業年度は、毎年４月１日よ
り翌年３月３１日までとなっておりま

す。（東京都本部規約第６章第３８条）。
　つきましては、平成２４年度年会費の
納入にあたっては、右記をご参照下さい。

本部

退会届の提出について

当

表に関する変更があった場合、３０日以内に主
務官庁にその旨を届け出たうえ（一部除く）、

当本部への変更届をご提出していただく必要があり
ますので、ご注意下さい。
　なお、入会審査時の届出事項より重大な変更があ
ると当本部が認めた場合、改めて入会審査と同様の
手続きにより、会員資格の適否を判断することとなり
ます。その際、調査事務費として５万円を納付してい
ただくこととなりますので、予めご了承下さい。

［退会届・変更届のダウンロードについて］
　東京都本部では、ホームページにおいて退会届・
変更届を公開しております。ダウンロードを行った用
紙に必要事項をご記入後、必要書類を添付のうえ、
当本部までご郵送くださいますよう、お願いいたしま
す。
　なお、役員、会社電話番号・ＦＡＸ番号に変更が生
じた場合は、ＦＡＸで変更手続きができます。

（ご郵送は必要ございません。）

変更届の提出について

本部

下

▶ 当本部への手続きが必要な変更項目一覧

商号又は名称

代表者

代表者現住所

役員（FAX手続き可）

電話番号・FAX番号
（FAX手続き可）

1

2

3

4

5

主たる事務所所在地
従たる事務所所在地

（ビル名・マンション名含む）

専任取引主任者

専任取引主任者現住所

政令使用人

政令使用人現住所

6

7

8

9

10

〒１０２－００９３
東京都千代田区平河町１－８－１３　全日東京会館

（社）全日本不動産協会東京都本部　
「入退会係」または 「変更係」 宛

▷ 郵 送 先

（社）全日本不動産協会東京都本部　事務局
ＴＥＬ　０３（３２６１）１０１０

手続きに関するお問い合わせ先

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ

協
会
会
員
の
皆
様

協
会
手
続
き
関
連
案
内

変更が生じた場合
（事務所の移転・商号の変更・
専任取引主任者の退任など）

［ダウンロード手順］

協会変更届
ダウンロード

退会届・連絡先
記入用紙

ダウンロード

協会を退会する場合
〈廃業・削除など〉、

従たる事務所を廃止する場合

６月頃に「年会費納入のお願い」の書類を
送付いたします。

京都本部主催の人気ファイナンシャルプランナー北野琴奈さ
んによる講演会が11月18日、全日東京会館の全日ホールで

開催されました。講演会のテーマは、「賢い不動産投資のしかた～
年金に頼らない不動産運用～」。会員と一般都民あわせて81名が
参加し、講師の話に熱心に耳を傾けました。
　横山武仁・相談委員長の開会挨拶、林直清・本部長の挨拶の後、
北野さんは、不動産を取り巻く最近の状況を解説したうえで、不動
産投資に必要な基礎的な項目を具体的に示しながら、わかりやすく
解説しました。

人気FP北野琴奈さんによる講演会を開催

本部

東

ファイナンシャルプランナー　北野琴奈さん

京都本部主催の平成 23 年度欠席者対象法定
研修会が12月7日、中野区のなかのZERO大

ホールで開催されました。本研修会は9月7日に行わ
れた法定研修会の欠席者を対象としたもので、会員
と一般都民あわせて909名が参加し、講師の話に熱
心に耳を傾けました。

　和光隆信・教育研修委員
長の趣旨説明、林直清・本
部長の挨拶の後、第一部
では、ニューズウィーク日
本版編集主幹の竹田圭吾
氏が「 2012 年 世界の注
目トレンドと国内外経済の
展望」、第二部では、立川・
及川法律事務所の立川正

雄弁護士が「地震災害と
売買・仲介・借家の実務」
と題して研修を行いました。
　竹田氏は、世界経済と
日本経済の中長期的トレン
ドについて、第二次大戦後
につくられた組織や枠組み
が機能不全に陥っていると
指摘したうえで、こうしたシステムを再度つくりあげる
には時間を要するため、今後しばらくは低成長が続く
だろうと予測しました。
　立川氏は、不動産契約における地盤の液状化など
の地震被害や建物の耐震性などに関わる法的問題に
ついて、具体的なケーススタディ形式でわかりやすく
解説しました。

東

平成23年度欠席者対象法定研修会を開催

本部

竹田圭吾氏
ニューズウィーク
日本版編集主幹

立川正雄弁護士
立川・及川法律事務所

当 本部では東京都より業務委託を受け、宅地建
物取引主任者証の更新などに必要とされる法

定講習会を実施しております。
　会員の方はもとより、会員でない方、宅建業に従
事されていない方でも受講可能です。受講対象の方
は、お気軽に当本部の講習会をご受講ください。

本部

取引主任者法定講習のお知らせ 実 施日

平成24年3月21日（水）
［会場］ 当会館2階　全日ホール

上記以降の実施日については、電話またはホームページ
でご確認下さい。
http://www.tokyo.zennichi.or.jp

【お問い合わせ先】
講習センター TEL 03─3262─5082 （担当 小平 ・ 金子）

1 平成２３年度内に免許の
有効期間が満了し
更新しない方

2 都庁に廃業届を
提出された方

3 ①・②に該当しない方

平成２４年３月３１日（必着）までに
「退会届」等の書類を協会にご提出下さい。
※ 平成２４年４月１日以降に「退会届」等の書類を提出された

場合には、平成２４年度分の会費は請求させて頂くことと
なりますので、ご留意下さい。

　（東京都本部規約第２章第８条第２項）
※ 従たる事務所の廃止につきましても、同じ扱いになります。
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東第二支部は、11月28日（月）に創立３０周
年記念事業を東武ホテルレバント東京にて開

催しました。
　第一部は公開記念講演会として区民の皆様や会

員の皆様に広くお声か
けをし、東北楽天ゴー
ルデンイーグルス名誉
監 督の野 村 克 也 氏に

「敵は我に在り」と題し
て講演頂き、一般の方
を含め約３００名の皆様
の参加を得て盛況の内
に終わりました。

　また、第二部は慶祝式典を行い、支部に貢献いた
だきました歴代支部長及び永年会員の方々を、表彰
させて頂きました。第三部は祝賀会を催し、会員の
皆様始めとして多数のご来賓のご出席を頂き、盛大
な祝宴となりました。また、当日は野田総理大臣、石
原都知事等多数の祝電も頂戴いたしました。

本部・支部だより 2011.10 >> 12    Information

編 集 後 記

広報委員長

後藤 博幸

　新年明けましておめでとうございます。
　本誌「東京地元発見」で取材に応じていただいた濱
野品川区長には、年末のお忙しい中、貴重なお時間を割
いて頂きました。
　冒頭の品川区蘊蓄話も区長のお話を元に作られてい
ますが、その人情味あふれるお人柄と品川区の将来性と
魅力、品川行政への熱き思いに触れ、隣の目黒区の住
民である私もすっかり品川区ファンになりました。大変あり
がとうございました。
　さて、不動産保証協会は昨年末に内閣総理大臣より
認定を受け「公益社団法人不動産保証協会」への移行
登記を平成23年12月1日に完了致しました。全日本不
動産協会も公益社団法人への移行準備が着 と々進み、

来年度中の移行が予定されています。これからの協会事
業は公益目的事業に沿った法人運営の重要性を強めて
いくこととなります。
　また平成24年を迎え、昭和27年10月1日に設立され
た業界最古の歴史を誇る全日本不動産協会は60周年
を迎えます。90年のバブル崩壊、リーマンショック、東日本
大震災等、経済活動を著しく阻害するような様々な出来
事に遭遇しながらも、たくましく成長を続けてきた原動力
は、永年協会運営を支えてこられた諸先輩方の血の滲む
ようなご努力の賜物だと思います。次なる70周年～100
周年へ向け、さらに発展を遂げる協会の広報活動はどう
あるべきかを模索し、本誌及び東京都本部ホームページ
の充実に取り組んで参りますのでどうぞご期待下さい。

編集  （社）全日本不動産協会東京都本部  広報委員会 髙橋民雄、後藤博幸、蜂谷周、岩田和也、竹林香代、水田弘康、中嶋清、伊藤義治

11

　封建時代の身分制度や歴史的、社会的に形
成された人びとの意識に起因する差別が、現在も
なおさまざまなかたちで現れている重大な人権問題
です。
　人は自分の意思で生まれるところを選ぶことができ
ません。
　にもかかわらず、同和地区（被差別部落）の
出身という理由でさまざまな差別を受け、基本的人
権を侵害されている人びとがいます。
　封建時代において、えた、ひにん等と呼ばれて
いた人びとは、武具・馬具や多くの生活用品に必
要な皮革をつくる仕事や、役人のもとで地域の警
備を行うなど、生活に欠かせない役目を担っていま
したが、住む場所、仕事、結婚、交際など、生
活のすべての面できびしい制限を受け、差別され
ていました。
　それらの人びとが、住まわされていたところが「同
和地区（被差別部落）」、それらの人びとに対す
る差別が「部落差別」といわれています。

東

城

世

人権に関する情報提供について

京都総務局人権部では、「映像で見る東京都
の人権課題への取組」について、ホームペー

ジによる情報提供を開始しました。
　宅地建物取引業には、人権に関する正しい理解と
認識が必要となります。昨年も宅地建物取引業者が
不動産取引に際して顧客から依頼を受け、行政機関
に同和地区に関する問合せを行ったという差別につ
ながるおそれのある行為が発生しています。こういっ
た確認の依頼に対しては、宅地建物取引業者として
答える必要はありません。
　東京都では、人権に関する様々な情報提供を行っ
ています。今回は、「明るい社会をめざして（同和問
題の理解のために）」から、同和問題について紹介し
ます。都の人権部では、「明るい社会をめざして（同
和問題の理解のために）」「みんなの人権」など、様々
な人権関係の資料を発行しています。ぜひホームペー
ジでご覧いただき、人権問題に対する正しい理解と
認識を深めていただきたいと思います。

東京都不動産業課から

［東京都ＨＰ］

http://www.soumu.metro.tokyo.jp/10jinken/
tobira/index.htm

同和問題（部落問題）とは

田谷支部では、１０月２６日～２７日の２日間にわ
たり、東日本大震災の被災地である宮城県の

七ヶ浜、仙台港、蒲生、閖上、仙台空港などを訪問
しました。
　今回の視察は、世田谷区における被災者住宅支
援事業に世田谷支部が協力している関係から、現地
実態調査の趣旨のもと、実施されたものです。
　当日は、現地視察を行った後、世田谷支部と宮城

県本部による意見交換会を実施し、震災直後から今
日に至るまでの貴重な体験を伺う、貴重な交流の場
となりました。

城東第二支部創立30周年記念事業を開催

世田谷支部が宮城県の
被災地を訪問

支部

支部

　今回、このような祝典が開催できましたのは、出席
いただいた会員様は言うに及ばず会員皆様のご協力が
あってのことと厚く感謝し、御礼申し上げます。
　今後とも更なる飛躍を目指して頑張っていく所存でご
ざいますので、なお一層のご支援、ご協力をお願い申
し上げます。

　　　　　　　城東第二支部　役員一同あいさつをする
堤城東第二支部長

被災地を訪れた世田谷支部一行

平成23年秋の褒章

本部

月１５日（火）、平成２３年の秋の褒章伝達式が国土交通省におい
て行われました。多年にわたり宅地建物取引業に精励された功績

により、石原弘副本部長・港支部長が黄綬褒章を受章されました。
　心よりお祝い申し上げます。

黄綬褒章　石原弘
副本部長・港支部長
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